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１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、タイ
の知的財産制度のうち、商標法、著作権法を中心に
解説する。

２．総論
　タイは、アセアン諸国の中で、日本企業の進出が

多い国であり、日本からの特許出願件数も増加して
いる。他方、タイ知的財産局では、審査遅延が課題
となっており、審査処理の推進に向けた取り組みが
求められている。
　このような状況の下、タイ知的財産局と日本国
特許庁は、2015年５月、審査官の育成協力等を含む
協力覚書を取り交わし、この覚書に基づいて、日本
の特許審査官は、タイ知的財産局の審査官に対して、
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審査実務に関する指導を行ってきた。
　審査処理に関する協力については、2010年４月１
日以降にタイ知的財産局が受理したPCT国際出願に
対する国際調査、国際予備審査は、日本国特許庁が
管轄している。また、2014年１月から開始した日本
とタイの特許審査ハイウェイの試行プログラム（２
年間）は、2016年１月より更に２年間延長され、現
在も継続中である。
　このように、日本とタイの間では、知的財産分野
の協力が積極的に行われており、タイにおける今後
の知的財産行政の向上が期待される。なお、タイは、
2017年８月７日にマドプロに加盟し、同年11月７日
から運用を開始する予定である。

３．商標法
　タイ商標法は、2016年７月28日に改正法が施行さ
れ、現在に至っている。以下では、この改正法に基
づいて解説する。（以下、この章では、括弧書の条
文は、特に指示がない場合には、タイ商標法の条文
を示す。）

（１）保護対象

「商標」とは、「商標権者の商品が他人の商品と
異なることを示す目的で商品に関連して使用する、
又は使用を意図している標章」と定義され、「サー
ビスマーク」とは、「サービスマークの所有者の
サービスが他人のサービスと異なることを示す目
的でサービスに関連して使用する、又は使用を意
図している標章」と定義されている（４条）。

また、「標章」とは、「写真、絵画、図形、ブランド、
名称、語句、文、文字、数字、サイン、色の集合、
物品の外形若しくは形状、音、又はそれらの一つ
以上が結合したもの」として定義されている（４
条）。なお、「音」については、2016年７月28日に
施行された改正法により、商標の保護対象として
導入されている。

なお、「団体標章」（94条）、「証明標章」（81条）
についても保護対象とされている。「証明標章」と
は、「商品の出所、成分、製造方法、品質又は他
の特徴、又はサービスの性質、品質、種類又は他
の特徴を証明する目的で、他人の商品又はサービ
スに関して使用されることにその所有者が同意し
た標章」と定義されている。日本の商標法におい

ては、「団体商標」（日本の商標法７条）は保護対
象とされているが、「証明商標」は保護対象とされ
ていない。また、日本の商標法における「防護商
標登録制度」（日本の商標法64条）は、タイの商標
法には採用されていない。

（２）登録要件

商標の登録要件は、「識別性のある商標」、「本
法に基づき禁止されていない商標（不登録事由）」、

「他人が登録した商標と同一又は類似でない商標」
である（６条）。
「識別性のある商標」とは、「公衆又は商品の消

費者にその商標を有する商品を他人の商品と異な
ると認識させることができる商標」と規定されて
いる（７条）。

なお、2016年７月28日に施行された改正商標法
により、識別力の基準が規定され、造語、数字、
文字及び図形を含み、商品・役務の内容や質を直
接的に記述するものでない商標は、識別力を有す
るとされた（７条２項）。また、識別性を有さな
い標章（音なども含む）であっても、使用により
公衆によく知られる程度になれば、識別力が認め
られることになった（３条５項）。
「本法に基づき禁止されている商標（不登録事

由）」については、タイの紋章、国旗、王室の名称、
他の国の紋章、国旗のほか、公序良俗に反する標
章などが列挙されている（８条）。
「他人が登録した商標と同一又は類似でない商

標」については、タイ知的財産局において、「商標
審査及び異議申立実施ガイドライン」（2009年作成、
2012年改訂）に基づいて審査が行われている。

なお、2015年９月９日、タイ知的財産局は著名
商標登録制度の廃止を公示した。著名商標登録
制度は、2005年８月１日よりが開始されていたが、
2010年から登録申請の審査が保留となり、新規の
登録申請の受理も凍結されていたところ、2015年
９月９日に著名商標登録制度の廃止に至った。

（３）商標登録出願

①出願書類
出願書類として、「願書」、「商標見本」、「委

任状」、「優先権証明書」が必要である。「願書」


